
MCカード（MC JCBカード/MC DC VISAカード）会員規約 

 

 

一般条項 

 

第 1条（会員及び家族会員） 

1.会員とは、本規約を承認の上、株式会社宮崎信販 (以下「当社」といいます。) が運営するｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ取引ｼｽﾃﾑに入会を申込み、当

社が入会を承認した方をいいます。 

2.当社は、入会申込者が次の各号の何れかの事由に該当する場合は入会をお断りします。 

(1)暴力団・暴力団員・暴力団関係企業及びその団体に所属する者、又はその関係者。 

(2)反社会的勢力であることが判明したとき。 

3.会員には、本人会員と家族会員とがあります。 

4.家族会員とは、本人会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ家族会員としての入会の申込みをされ、当社が入会を

認めた方とします。本人会員は当社が家族会員用に発行するｶｰﾄﾞ（以下「家族ｶｰﾄﾞ」といいます。）を、本規約に基づき本人会員の代

理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本人会員の代理人として家族ｶｰﾄﾞを利用できるものとし

ます。尚、本人会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、第20条1項の所

定の方法により家族会員による家族ｶｰﾄﾞの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、この届出以前に本代理権が消滅したこと

を当社に対して主張できません。 

5.家族会員による家族ｶｰﾄﾞの利用は全て本人会員の代理人としての利用となります。当該家族ｶｰﾄﾞの利用に基づく支払義務は、本人会

員が負担します。また本人会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるも

のとし、本人会員自らが本規約を遵守しなかったこと、又は家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害（家族

ｶｰﾄﾞの管理に関して生じた損害を含みます。）を何れも賠償するものとします。 

6.家族会員は、当社が家族ｶｰﾄﾞの利用内容・利用状況等を本人会員に対して通知することを予め承諾するものとします。 

7.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。 

第 2 条（ｶｰﾄﾞの発行と管理、規約の承認） 

1.当社は、会員 1 名ごとに当社所定のﾃﾞｻﾞｲﾝに名称・名前を入れたｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ(以下｢ｶｰﾄﾞ｣といいます。) を発行し、貸与します。

ｶｰﾄﾞの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、ｶｰﾄﾞを利用、保管管理していただきます。 

2.会員は、当社よりｶｰﾄﾞを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。尚、

ｶｰﾄﾞの署名欄に署名がなされていない場合は、ｶｰﾄﾞはご利用いただけません。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始

前に直ちにｶｰﾄﾞを切断した上で当社に返却するものとします。 

3.ｶｰﾄﾞは、ｶｰﾄﾞの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、ｶｰﾄﾞ上に表示された名義人以外の者（以下「他人」といいま

す。）に、譲渡、貸与、又は担保に提供するｶｰﾄﾞの占有を第三者に移転することは一切できません。尚、当社が必要と認めてｶｰ

ﾄﾞの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。  

4.会員は、会員番号、及びｶｰﾄﾞの有効期限についての情報を本人によるｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ取引ｼｽﾃﾑの利用以外に他人に使用させること

はできません。  

5.前各項の何れかに違反してｶｰﾄﾞが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。 

第3条（ｶｰﾄﾞの有効期限） 

1.ｶｰﾄﾞの有効期限は、当社が指定するものとし、ｶｰﾄﾞ表面に西暦で月年の順に記載したその月の末日までとします。 

2.当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいｶｰﾄﾞと会員規約を送付します。但

し、当社が必要と認め、本人会員に通知したときは、ｶｰﾄﾞの有効期限を繰上げることができるものとします。 

3.会員は、新しいｶｰﾄﾞの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のｶｰﾄﾞは、直ちに会員の責任においてｶｰﾄﾞ

の磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。尚、ｶｰﾄﾞの有効期限内

におけるｶｰﾄﾞ利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 

第4条（年会費） 

会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費（消費税を含むものとし、家族会員の登録がある場合は、家族会員のｶｰﾄﾞの年会費も

含みます。）を支払うものとします。又、支払済年会費は脱会、又は会員資格の取消となった場合においても返還しないものとします。

尚、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書（請求書）の発行を省略することがあります。又年会費が当該時期に支払われなか

った場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払いを請求することがあります。 

第5条（暗証番号） 

1.会員は、所定の方法によりｶｰﾄﾞの暗証番号を登録していただきます。又会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し

「0000」「9999」及び生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。但し、

会員からの申し出がない場合、又は会員から申し出られた暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、改めて会

員へ暗証番号の登録、又は変更の通知を行うものとします。 

2.ｶｰﾄﾞ利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、ｶｰﾄﾞ管理

及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。尚、家族会員が本項に

違反したことに基づいて当社、又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担す

るものとします。 

第6条（ｶｰﾄﾞの利用可能枠） 

1.ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用代金(日本国内、国外でのｶｰﾄﾞ利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料の利用代金を含み

ます。) の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を｢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用可

能枠｣とします。 

2.ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利用額は、本人会員の希望するｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。本人会員、家

族会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を｢ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用可能枠｣とします。 

3.ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用可能枠については、当社はｶｰﾄﾞ利用状況その他の事情を勘案して会員に通知することなく、これを増枠することができ、



又必要と認めた場合はこれを減枠することができるものとします。但し、増枠について本人会員から希望しないとの申し出があった

場合は、この限りではありません。又ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用可能枠については、当社はｶｰﾄﾞの利用状況その他の事情を勘案して必要と認

めた場合は、これを減枠することができるものとします。尚、ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用可能枠の増枠は本人会員が希望し、且つ当社がこれ

を承認した金額を上限とするものとします。 

4.会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてｶｰﾄﾞを使用してはならないものとします。又当社の承認を得ずに利用可能

枠を超えてｶｰﾄﾞを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。 

5.会員が当社の発行、貸与する複数枚のｶｰﾄﾞ(代行ｶｰﾄﾞを含む。) を保有する場合には、これらのｶｰﾄﾞのｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用残高及びｷｬ

ｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用残高は、当社が別に定める｢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用可能枠｣及び｢ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用可能枠｣、又は当社が各ｶｰﾄﾞごとに定

める｢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用可能枠｣及び｢ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用可能枠｣の最も高い額を適用するものとし、これを超えることはできないも

のとします。 

第7条（ｶｰﾄﾞの機能） 

会員は、ｶｰﾄﾞを利用して、当社と契約している加盟店、当社が提携したｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社、又は組織と契約している加盟店で商品・

権利の購入とｻｰﾋﾞｽの提供を受けること（以下「ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ」といいます。）ができます。又会員は、ｶｰﾄﾞを利用して当社から

金銭の借入れ(以下「ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ」といいます。) を受けることができます。この他、会員は次条に定める付帯ｻｰﾋﾞｽを利用す

ることができます。 

第 8 条（付帯ｻｰﾋﾞｽ） 

1.会員は、ｶｰﾄﾞに付帯したｻｰﾋﾞｽ・特典（以下「付帯ｻｰﾋﾞｽ」といいます。）を利用することができ、会員が利用できる付帯ｻｰﾋﾞｽ、

及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。尚、会員は付帯ｻｰﾋﾞｽの利用などに関する規約など

がある場合は、それに従うものとします。 

2.会員は、付帯ｻｰﾋﾞｽについて次のことを予め承知するものとします。 

(1)付帯ｻｰﾋﾞｽについて、会員への予告、又は通知なしに変更若しくは中止される場合があること。 

(2)会員が第 18 条 1 項各号の何れかに該当した場合、付帯ｻｰﾋﾞｽの利用が制限されること。 

第 9 条（ご利用代金明細書(請求書)・残高承認） 

1.当社は、本人会員に対しｶｰﾄﾞ利用によるｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金、又はｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの支払金を請求するときは、予めｶｰﾄﾞご利

用代金明細書(請求書)を本人会員の届出住所宛に送付します。尚、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ｶｰﾄﾞ

ご利用代金明細書に代えて、電子ﾒｰﾙの送信その他の電磁的な方法により当該ｶｰﾄﾞご利用代金明細書の記載事項を提供すること

ができるものとします。但し、法令などにより電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。又年

会費のみの請求の場合はｶｰﾄﾞご利用代金明細書を発行しないことがあります。 

2.本人会員が前項のｶｰﾄﾞご利用代金明細書（電子ﾒｰﾙの送信その他の電磁的な方法により前項のｶｰﾄﾞご利用代金明細書の記載事項

を当社が提供した場合には本人会員がこれを受信した時とします。）を受け取った後、1 週間以内に異議の申立をしなかったと

きは、残高その他当該ｶｰﾄﾞご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。 

第10条（請求書など記載の同意） 

1.当社は、会員が本規約に基づきｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面（以下「ご融資明細書

（貸金業法第17条1項書面）」といいます。）を前条のｶｰﾄﾞご利用代金明細書とは別に本人会員に交付します。 

2.会員は、｢ご融資明細書（貸金業法第17条1項書面）｣を貸金業法第17条6項、同法第18条3項に基づき、「ﾏﾝｽﾘｰｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ」（毎月1

日から当月末日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面）に代えることができることを承諾します。但し、会員は、当

社に申し出ることによりﾏﾝｽﾘｰｽﾃｰﾄﾒﾝﾄによる書面受け取りの代替を拒否できるものとします。 

3.会員は、前各項について｢貸金業法第17条1項書面｣を貸金業法第17条7項、同法第18条4項に基づき、電磁的方法により提供する

ことを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申し出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行

われた後に実施されるものとします。 

第11条（お支払い） 

1.ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ条項第 34 条及び第 36 条に定めるｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの利用代金、及び分割払手数料(以下「ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金」と

いいます。) 並びにｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ条項第 44 条及び第 45 条に定めるｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの融資金、及び利息 (以下併せて「ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰ

ﾋﾞｽの支払金」といいます。) その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「ｶｰﾄﾞ利用に

よる支払金など」といいます。) は、会員が予め約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法によりお支

払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、又は事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払

いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。又金融機関の口座から口座振替の方法によ

りお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが

同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。 

2.本人会員がｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの支払金を支払い、その支払いについて本人会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が

指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。 

第 12 条（日割計算の場合の方法） 

ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ条項第 36 条及び第 37 条、ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ条項第 45 条及び第 47 条において日割による計算をするときは、当該年率

を基礎として、1 年を 365 日（閏年は 366 日）とする日割計算を行います。 

第 13 条（利息制限法との関係） 

ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払義務はあり

ません。 

第 14 条（支払金などの充当順序） 

会員は、お支払いいただいた金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りな

いときは、通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により何れかの債務に充当しても異議ないものとします。但し、ﾘﾎﾞﾙﾋﾞ

ﾝｸﾞ払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。 

第 15 条（費用の負担） 

1.印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、退会

後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法



令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。  

2.会員は、会員が当社の提携する金融機関等の現金自動貸出機等（CD・ATM）でｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを利用した場合における現金自動貸出

機等の利用料(法令で定められる上限額を超えない範囲の実費相当額)を負担するものとします。 

3.会員の希望により、口座振替以外の方法でｶｰﾄﾞ利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとしま

す。 

4.会員は、会員が前第 11 条 1項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、会員の希望

により当社が当該金融機関に再口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続 1回につき 210 円（消費税を含み

ます。）を負担するものとします。又振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数 1回につき 210 円（消費税

を含みます。）を負担するものとします。 

5.会員は、ｶｰﾄﾞ利用による支払金等の支払遅延等により、会員の希望により当社が訪問したときは、訪問集金費用として訪問回

数 1 回につき 1,050 円（消費税を含みます。）を負担するものとします。 

6.当社が会員に発行する書面の再発行手数料は会員の負担とします。 

7.年会費等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、又は公租公課（消費税などを含みます。）が増額される場合

は、会員は当該公租公課相当額、又は当該増加額を負担するものとします。 

第 16 条（ｶｰﾄﾞの紛失・盗難・偽造など） 

1.会員が、万一ｶｰﾄﾞを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに当社指定の窓口に連絡の上、最寄りの警察署、又は交番にその旨を

届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。 

2.ｶｰﾄﾞの紛失、盗難や前第 2 条に違反して、他人にｶｰﾄﾞを使用させ、又使用された場合には、その使用代金は、署名の有無に係らず会

員の負担とします。 

3.前 1 項の紛失、盗難届が出された場合には、会員は前項に係らず、会員は他人によるｶｰﾄﾞの使用により発生した損害について、次の

各号の何れかにも該当しない限り免責されるものとします。 

(1)会員の故意、又は重大な過失によって生じた場合。 

(2)会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。 

(3)前第2条2項のｶｰﾄﾞ署名欄に自署がない場合等、本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。 

(4)戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。 

(5)前 1項の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。 

(6)ｶｰﾄﾞ利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。 

(7)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、又は提出した書類に不正の表示をした場合。 

(8)会員がｶｰﾄﾞの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合。 

(9)その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。 

4.ｶｰﾄﾞは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。尚、この場合、当社所定の再発行手数料（家族

会員の登録がある場合は、家族会員のｶｰﾄﾞの再発行手数料を含みます。）を本人会員に負担していただくことがあります。 

5.当社は、当社におけるｶｰﾄﾞ情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更の上、ｶｰﾄﾞを再発行することがで

きるものとし、会員は予めこれを承諾します。 

6.偽造ｶｰﾄﾞの使用に係るｶｰﾄﾞ利用代金については、本人会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況

の調査等に協力するものとします。但し、偽造ｶｰﾄﾞの作出、又は使用について会員に故意、又は過失があるときは、その偽造

ｶｰﾄﾞの利用代金について本人会員が支払いの責を負うものとします。 

第 17 条（期限の利益の喪失） 

1.本人会員は、次の何れかに該当したときは、ｶｰﾄﾞｷｬｯｼﾝｸﾞ及びｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、

当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 

(1)ｶｰﾄﾞｷｬｯｼﾝｸﾞの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。（但し、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲に

おいてのみ効力を有するものとします。） 

(2)１回払いのｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払を 1回でも延滞したとき。 

(3)2 回払い、ﾎﾞｰﾅｽ一括払い、ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い、分割払い又はﾎﾞｰﾅｽ併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外

の権利のｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払いを 1回でも延滞したとき。 

(4)会員が営業のために若しくは営業として締結した売買契約、ｻｰﾋﾞｽ提供契約（但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個

人契約又は連鎖販売個人契約（以下、これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。）に該当する場

合を除きます。）となるｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 

(5)(4)のほか割賦販売法第35条の 3の 60第 1項各号に定める場合に該当するｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払いを1回でも延滞し

たとき。 

2.次の何れかに該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし

ます。 

(1)前項 1.の場合を除き、本人会員がｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面

で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いのなかったとき。 

(2)本人会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。 

(3)本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分（但し、信用に関しないものを除く。）の申立、又は滞納処分を受けたとき。 

(4)本人会員が破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 

(5)会員がｶｰﾄﾞを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のｶｰﾄﾞの所有権、又は商

品の所有権を侵害する行為をしたとき。 

(6)本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士などに依頼した旨の通知

が当社に到達したとき。 

(7)本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 

(8)当社からの書面による通知が申込書上の住所（住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所）宛に発送されたにも係らず、

転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき



（但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本人会員がこれを証明したときを除きます。）。 

3.次の何れかに該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払

うものとします。 

(1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。 

(2)本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その

他営業の廃止があったとき。 

(3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。 

(4)その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 

第18条（ｶｰﾄﾞの使用停止と返却） 

1.会員が次の各号の何れかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催促することなくｶｰﾄﾞ利用停止、利用可能額の変更等の処

置をとることがあります。これらの処置とともに加盟店に当該ｶｰﾄﾞの無効を通知することがあります。 

(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。 

(2)本人会員がｶｰﾄﾞ利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠った場合。 

(3)会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。 

(4)会員が本規約の何れかに違反した場合。 

(5)その他当社が会員として不適格と判断した場合。 

(6)換金目的による商品購入等ｶｰﾄﾞ利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合。 

(7)会員が暴力団等反社会的勢力であると判明した場合。 

(8)会員がｶｰﾄﾞ利用に関し、当社に対し脅迫的な言動、又は暴力を用いた場合。 

(9)会員が当社に対し風説を流布・偽計、又は威力をもって当社の信頼を毀損した場合。 

(10)会員が当社の業務を妨害した場合。 

2.会員は、前項の各号の何れかに該当した場合で、当社、又は加盟店からｶｰﾄﾞの返却を求められた時は、直ちに応じるものとします。 

3.当社は、前 1 項何れかに該当しない場合でも、会員のｶｰﾄﾞ利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場

合などにはｶｰﾄﾞの利用を断ることができるものとします。 

4.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はｶｰﾄﾞの差し替えに協力するものとします。 

第19条（会員資格の喪失） 

1.当社は、会員が前第17条及び前条1項の何れかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会

員は当社に対して直ちにｶｰﾄﾞの返却を行うものとします。 

2.当社が会員に有効期限を更新した新しいｶｰﾄﾞを発行しないでｶｰﾄﾞの有効期限が経過したときは、会員資格を喪失したものとします。 

第20条（脱会） 

1.会員は、自己の都合により脱会するときは、当社宛所定の脱会届を提出する等の方法により脱会することができます。この場合、当

社の脱会手続きの完了をもって脱会したものとします。 

2.本人会員が脱会した場合、家族会員も当然に脱会になるものとします。 

3.会員は、当社、又はｻｰﾋﾞｽ提携先が提供する付帯ｻｰﾋﾞｽについて、脱会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものと

します。 

4.前 1.2 項の場合、直ちに当該ｶｰﾄﾞ及び当該ｶｰﾄﾞに付帯するｶｰﾄﾞ(ETC ｶｰﾄﾞなど)を当社へ返却していただくか、ｶｰﾄﾞの磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ部

分を切断の上破棄していただきます。 

5.会員が脱会する場合は、前第17条の「期限の利益の喪失」条項などに該当するときは、本規約に定める支払期限に係らず、当社に対

する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。 

6.会員は、脱会した後も、そのｶｰﾄﾞに関して生じた一切のｶｰﾄﾞ利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとし

ます。 

第21条（届出事項の変更） 

1.会員は、当社に届出た住所、氏名、勤務先、指定預金口座、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等について変更があった場合には、速やかに当社に通知すると

ともに、所定の届出書、又は当社の定める方法により届出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。 

2.会員は、前項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知、又は送付書類等が延着、又は不到着となっても、当社が通常

到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことに

ついて会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。 

3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、又受領を拒絶したときは、

受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、こ

の限りではないものとします。 

4.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先（連絡先）等の変更を、本規約以外の

契約について届出をした場合には、会員と当社との間の全ての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。 

5.前 1.4.項のほか、当社は、適法且つ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に

判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議な

いものとします。 

第22条（住民票などの取得の承諾） 

会員は、本申込に係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合に

は、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を当社が取得し利用することを予め承諾するものとします。 

第 23 条（収入証明書の提出） 

会員は、当社から源泉徴収票等の収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。) の提供を求

められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。 

1.会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。 

2.提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。 

3.提出された収入証明書は会員に返却できないこと。 



4.収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容及び返済能力

の調査結果によっては、ｶｰﾄﾞ利用停止、又は利用可能額の変更を行う場合があること。 

第 24 条（犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認の承諾） 

会員は、申込みの際、当社から｢犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下｢犯罪収益移転防止法｣といいます。）｣に基づき本

人確認を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。 

1.会員は、運転免許証等の公的証明書（以下｢証明書｣といいます。）、又はその写しの提示・提出を求められた時は、これに協力 

すること。 

2.当該証明書の内容を当社が確認すること及びその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。 

3.当社と本人確認に関する契約を締結した関連企業及び提携企業に対して前号の情報を本人確認のために提供する場合があるこ 

と。 

4.当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、郵政官署、提携企業に対して本人確認業務を委託する場合が 

あること。 

5.会員から提出された証明書の写しは、犯罪収益移転防止法の定めにより返却できないこと。 

6.犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りする場合があること。 

第 25 条（貸付の契約にかかる勧誘） 

会員は、当社が電話、郵便、電子ﾒｰﾙ等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことに予め承諾するものとします。但し、会員は、

当社に申し出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。 

第 26 条（宣伝物などのご案内停止の申出） 

会員は、当社から案内するｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの宣伝物、印刷物等について当社に申し出ることによって、会員の希望する期間、宣伝

物、印刷物等停止することができます。 

第 27 条（帳簿の閲覧・謄写）  

会員は、会員自身のｶｰﾄﾞ利用の履歴等について、ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができ

るものとします。閲覧・謄写場所は、会員が入会申込を行った当社の本・支店の窓口とします。尚、当社は、本人会員若しくは

本人会員の代理人を確認するため、運転免許証等の身分証明書、又本人会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求

めるものとします。 

第 28 条（ｶｰﾄﾞ利用代金債権の譲渡等の承諾） 

本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、取引金融機関（その関連会社を含む。）・特定目

的会社・債権管理会社等に譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及びこれらに伴い、債

権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、予め承諾するものとします。 

第 29 条（規約の変更） 

当社は、本規約を変更する場合は、当社から予め本人会員に変更内容を通知（電磁的方法による通知を含みます。）、又は告知し

ます。その後に、会員がｶｰﾄﾞをご利用したときは、会員が変更事項、又は新会員規約を承認したものとします。 

第30条（合意管轄裁判所） 

本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に係らず、会員の住所地・購入地、又は契約地、及び当社の本、営業所を管轄す

る簡易裁判所、又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 

第31条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用） 

1.日本国外でｶｰﾄﾞを利用する場合、その他当社が指定する場合及び現在、又は将来適用される諸法令、諸規則等により許可書、

証明書、その他の書類を必要とする場合は、当社の要求に応じ、これを提出し、又これらの諸法令の定めるところに従い日本

国外でのｶｰﾄﾞ利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。 

2.当社は、当社の指定する国におけるｶｰﾄﾞの利用をいつでも中止、又は停止することができます。 

第32条（準拠法） 

本規約の有効性、解釈、履行の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法に準拠するものとします。 

第33条（日本国外の利用代金の円への換算） 

会員の日本国外におけるｶｰﾄﾞの利用は、所定の売上票、又は伝票記載の外貨額を株式会社ジェーシービー、（以下、「JCB」といいます。）

又は VISA Worldwide Pte.Limited、(以下、「VISA」といいます。) の決済ｾﾝﾀｰで当社と提携するｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社が立替した時点の JCB

又は VISA の指定する決済ﾚｰﾄに日本国外の利用に伴う事務処理手数料を加算した換算レートを円貨に換算の上、日本国内における支払

い金と同様の方法でお支払いいただきます。 

 

ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ条項 

 

第 34条（ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの利用方法） 

1.会員は、ｶｰﾄﾞを呈示し、所定の売上票等にｶｰﾄﾞと同一のご自身の署名を行うことによって、物品等の購入並びにｻｰﾋﾞｽの提供を受ける

ことができます。尚、売上票等への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でｶｰﾄﾞ及び登録されている暗証番号を操作するこ

とにより同様のことができます。 

当社と契約している加盟店及び当社が提携したｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社が加盟するJCB又はVISAに加盟する他のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社・金融機関と

契約した日本国内・国外の提携会社の加盟店（以下「加盟店」といいます。）で商品を購入すること及びｻｰﾋﾞｽの提供を受けることが

できます。 

2.前項の規定に係らず、通信販売等当社がｶｰﾄﾞの利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。この場合には必ずし

もｶｰﾄﾞの呈示、署名等を要しません。 

3.当社、又は提携ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社・加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・ｻｰﾋﾞｽについては、ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝ

ｸﾞの利用が制限され、又は利用ができない場合があります。又当社は、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による海外ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ取引におけるｶｰﾄﾞ利用や

換金を目的としたｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ取引におけるｶｰﾄﾞ利用等、会員のｶｰﾄﾞ利用が適当でないと判断した場合には、ｶｰﾄﾞの利用をお断り

することがあります。又ｶｰﾄﾞの利用に際して、利用金額、商品・権利・ｻｰﾋﾞｽの種類によっては、当社の承認が必要となること

があります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。 



4.会員は、ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの利用により生じた加盟店の会員に対する債権の任意な時期及び方法による譲渡について次の何れかの場合に

ついても予め承諾するものとします。又債権譲渡について加盟店・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社・金融機関等は会員への通知、又は承諾の請求を

省略するものとします。 

(1)加盟店が当社に譲渡すること。 

(2)加盟店が当社と提携したｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社・金融機関等に譲渡した債権をさらに当社に譲渡すること。 

(3)加盟店がJCB又はVISAに加盟するｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社・金融機関等に譲渡した債権をJCB又はVISAを通じ当社が提携するｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ

会社・金融機関等に譲渡し、更に当社に譲渡すること。 

5.会員は、前項の加盟店が立替払契約の場合、当社を通じて当社と提携したｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社及びJCB又はVISAに加盟するｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会

社が、加盟店に対して立替払いすることを委託するものとします。 

6.会員は、当社が適当と認める場合には、通信ｻｰﾋﾞｽ料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員

番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞを利用することができます。この場合において、退会そ

の他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更があったときは、会員は、加盟店に通知する

ものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。但し、加盟店の要請により当該変更情報等を

当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員は予め承諾するものとします。 

7.ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの利用のためにｶｰﾄﾞが加盟店に呈示され、又はｶｰﾄﾞ情報が通知された際、ｶｰﾄﾞの第三者による不正使用を防止す

る目的のために、当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号

その他当該ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの利用者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟

店に対して回答する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。 

8.当社は、第三者によるｶｰﾄﾞの不正使用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用時に本人

確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することを予め承諾するものとします。 

第35条（所有権留保に伴う特約） 

会員は、ｶｰﾄﾞ利用により購入した商品の所有権は当社が前条4・5項に定める債権譲渡、又は立替払いしたことにより加盟店から当社に

移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを予め承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。 

1.善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。 

2.商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していること

を主張、証明してその排除に努めること。 

第36条（ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払方法） 

1.加盟店でのｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払方法は次の方法によるものとします。 

(1)ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払方法は、1回払い、2回払い、分割払い、ﾎﾞｰﾅｽ併用分割払い、ﾎﾞｰﾅｽ一括払い、ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いのうち

から会員がｶｰﾄﾞ利用の際に指定した方法によるものとします。 

(2)①1回払いの場合、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。 

②2回払いの場合、ご利用代金を翌月と翌々月に2分の 1ずつ支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し

て支払うものとします。 

③分割払いの場合、ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金合計は、利用代金に〈ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞのご案内(別表)〉に記載する分割払手数料を加算し

た金額となります。又月々のｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金はｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金合計を支払回数で除した金額となります。但し、月々

のｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。（但し、加盟店により分割払手数料

が異なる場合があります。） 

④ﾎﾞｰﾅｽ併用分割払いの場合、ﾎﾞｰﾅｽ支払月は、夏は 6、7、8 月、冬は 12、1 月とし最初に到来したﾎﾞｰﾅｽ月よりお支払いただきま

す。ﾎﾞｰﾅｽ併用回数は、支払回数5、6、10、12回払いのときは2回以内、15、18回払いのときは3回以内、20、24回払いのとき

は4回以内、30、36回払いのときは6回以内とします。又ﾎﾞｰﾅｽ支払月の加算総額は1回当たりのｶｰﾄﾞ利用代金の50％以内とし、

ﾎﾞｰﾅｽ併用回数で均等分(但し、ﾎﾞｰﾅｽ支払月の加算額は、1,000円単位で均等分割できる金額とします。) し、その金額を毎月の

均等支払額に加算してお支払いいただきます。（但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、

選択できるﾎﾞｰﾅｽ支払月については、加盟店により制限があります。） 

⑤ﾎﾞｰﾅｽ一括払いの場合、ﾎﾞｰﾅｽ支払月は、夏は6、7、8月、冬は12、1月の何れかとし、お取扱期間は当社所定の期間に限らせて

いただき、ﾎﾞｰﾅｽ払い支払月に一括してお支払いいただきます。（但し、加盟店によっては、利用できる期間、金額、選択できる

支払月に制限があります。） 

⑥ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの場合、会員が当社所定の方式(A)元利定額返済方式による支払ｺｰｽ(B)利用時残高ｽﾗｲﾄﾞ元利定額返済方式に

よる支払ｺｰｽ（３）残高ズライド定額元利定額返済方式のうちから選択した支払方式とします。 

(A)元利定額返済方式による支払ｺｰｽを選択したときは、予め会員が指定した支払ｺｰｽの指定支払額とし、その支払額には手

数料を含むものとします。但し、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとし

ます。又ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いのご利用残高と手数料の合計額が予め会員が指定した金額未満の場合はその合計がお支払額とな

ります。尚、手数料が支払額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。  

(B)利用時残高ｽﾗｲﾄﾞ元利定額返済方式による支払ｺｰｽを選択したときは、ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ条項末尾掲載の別表に記載する支払

ｺｰｽで算定された支払額とし、その支払額には手数料を含むものとします。又ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの毎月の支払額は、最終利

用時の月末のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ残高により算定されます。支払額は、新規利用の都度、当社所定の計算方法により再計算され確

定されます。但し、請求金額確定後の利用分に関しては翌月以降の支払金額に反映されます。ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの手数料は、

毎月締切日の翌日から翌月締切日までのﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ利用残高に対して年 15.0％の割合の金額を、翌々月の支払日にお支払

いいただきます。但し、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。又

ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いのご利用残高と手数料の合計額が毎月のお支払金額未満の場合はその合計がお支払額となります。尚、手

数料が支払額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。 

(C)残高ｽﾗｲﾄﾞ元利定額返済方式による支払ｺｰｽを選択したときは、ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞのご案内（別表）記載の別表に基づいて支

払うものとし、その支払額には手数料を含むものとします。又ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの毎月の支払額は、締切日（毎月末日）の

利用残高に応じて支払う最終利用時の月末のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ残高により計算されます。ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの手数料は、毎月締切日

の翌日から翌月締切日までのﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ利用残高に対して年 15.0％の割合の金額を、翌々月の支払日にお支払いいただき



ます。又ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いのご利用残高と手数料の合計額が毎月のお支払金額未満の場合はその合計がお支払額となります。

尚、手数料が支払額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。 

 

(3)ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金は、毎月末日に締切り、翌月から 26・27・28 日の当社と会員が登録した振替口座の金融機関と当社

があらかじめ定めた振替日（金融機関休業日の場合は翌営業日またﾎﾞｰﾅｽ一括払いの場合はその支払月の約定日）にお支払い

いただきます。（以下｢約定日｣といいます。） 

2.日本国内で、第 34 条に定める当社が提携するｶｰﾄﾞ会社・金融機関等が契約する加盟店でｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞを利用する場合は、支払

い方法に制限があります。又日本国外でｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞを利用した場合は、原則として 1回払いとなります。 

3.尚、上記支払方法につき、事務上の都合により翌々月以降の約定日にお支払いいただくことがあります。 

4.分割手数料及びﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い手数料は金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。尚、一般条項前第29条の規定

に係らず、当社から利率変更の通知をしたときは、通知したときにおけるﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用さ

れることを会員は予め承諾するものとします。 

第 37 条（遅延損害金） 

1.本人会員が、ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、次の年率を

乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 

(1)支払方法が翌月１回払い以外の取引については、当該支払金に対し、年 14.6％を乗じた額とｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の残金全

額に対し、商事法定利率を乗じた額の何れか低い額。 

(2)支払方法がﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い、翌月 1 回払い、又は支払方法が翌月 1 回払い以外であっても割賦販売法に定めのない商品、権利、

ｻｰﾋﾞｽに関する取引については、当該支払金に対し年 14.6％を乗じた額。 

2.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の残金全額に対し、

以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 

(1)前 1項(1)の取引については、ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。 

(2)前 1項(2)の取引については、ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の残金全額に対し、年 14.6％を乗じた額。 

第 38 条（ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の繰上返済など） 

1.ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金を本規約に基づく債務の全部、又は一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて支払うこ

と（以下「繰上返済」といいます。）について、本人会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。

尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出など当社所定の手続きをとるものとします。 

2.本人会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法、及び支払日を指定するものとし、当社は、当

該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲及

び返済方法は下表の通りです。 

支払方法 返済範囲 返済方法 

分割払い 全額のみ 口座振込み、当社指定の窓口への持参 

全額 口座振込み、当社指定の窓口への持参 
ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い 

一部 口座振込み、当社指定の窓口への持参 

3.当社に対する支払いが次の各号の何れかに当該する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期

日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れの債務（本規約以外の契約に基づく債務を含み

ます。）に充当し、又余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をしても、会員は予め承諾するものとします。 

(1)当社に対する事前の連絡、又は当社の承認なくして行なわれたとき。 

(2)当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても、 

①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。 

②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。 

③事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。 

4.会員が、ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ約定支払額の支払いを履行し、且つ約定支払期間の中途で残高を一括してお支払いただいたとき、会員

は当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割手数料の内、当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求で

きるものとします。 

第39条（見本・ｶﾀﾛｸﾞなどと提供内容の相違による売買契約の解除など） 

会員は、見本・ｶﾀﾛｸﾞ等により申込みをした場合において、商品が引渡され、又は提供された商品、ｻｰﾋﾞｽが見本・ｶﾀﾛｸﾞ等と相違

していることが明らかな場合は、速やかに会員は加盟店に商品・権利の交換もしくはｻｰﾋﾞｽの内容変更を申し出るか、又は当該売

買契約もしくはｻｰﾋﾞｽ提供契約の解除をすることができます。但し、本条にいう権利とは割賦販売法に定める指定権利に限ります。

尚、売買契約・ｻｰﾋﾞｽ提供契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。 

第40条（支払停止の抗弁） 

1.本人会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の損する商品・権利・ｻｰﾋﾞｽについて、ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟ

ﾝｸﾞの支払金の支払い停止することが出来ます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは

出来ません。 

(1)商品の引き渡し、権利の移転、又はｻｰﾋﾞｽの提供がなされないこと。 

(2)商品・権利・ｻｰﾋﾞｽに瑕疵（欠陥）があること。 

(3)その他商品・権利の販売又はｻｰﾋﾞｽの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。 

2.当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。 

3.会員は、前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 

4.本人会員は、前 2項の申し出をしたときは、速やかに前 1項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。) 

を当社に提出するよう努めるものとします。又当社が前 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協

力するものとします。 

5.前 1 項の規定に係らず、次の何れかの事由に該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会

員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。 



(1)売買契約、ｻｰﾋﾞｽ提供契約が会員にとって商行為（但し、業務提供誘引販売個人契約などに該当する場合を除く）であると

き。 

(2)上記(1)のほか割賦販売法第 35 条の 3の 60 第１項各号に定める場合に該当するとき。 

(3)会員の指定した支払い方法が翌月 1回払いのとき。 

(4)2 回払い、分割払い、ﾎﾞｰﾅｽ併用分割払い、ﾎﾞｰﾅｽ一括払いの場合で 1 回のｶｰﾄﾞ利用に係る支払い総額が 4 万円に満たないと

き。 

(5)ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの場合で 1回のｶｰﾄﾞ利用に係る現金販売価格が 3 万 8 千円に満たないとき。 

(6)当社の承諾なしに、売買契約、ｻｰﾋﾞｽ提供契約の合意解約（但し、法律上認められるものを除きます。）、加盟店に対するｶｰﾄﾞ

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。 

(7)前 1項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 

6.本人会員は、当社がｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の残額から前 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、

控除後のｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払いを継続していただきます。 

7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。 

 

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用支払方法変更ｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い事前登録ｻｰﾋﾞｽ特約 

この特約は「ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用支払方法変更ｻｰﾋﾞｽ（通称あとからﾘﾎﾞ・あとから分割ｻｰﾋﾞｽ）」(以下「あとﾘﾎﾞ・あと分割」という。)、

又「ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い事前登録ｻｰﾋﾞｽ（通称「PAY FLAT」）」（以下、「ﾍﾟｲﾌﾗｯﾄ」という。又両ｻｰﾋﾞｽを総称して「本ｻｰﾋﾞｽ」と

いう。）を登録した会員にのみ適用されます。尚、本ｻｰﾋﾞｽのご利用が出来ないｶｰﾄﾞもあります。 

第 41 条（ｻｰﾋﾞｽ内容） 

1.あとﾘﾎﾞ・あと分割ｻｰﾋﾞｽは、会員がｶｰﾄﾞ利用時に支払方法を 1回払い、2 回払い、ﾎﾞｰﾅｽ一括払いと指定したｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用

代金について、ｶｰﾄﾞ利用後に、当該ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用代金の支払方法を、ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い、又は 3回払い以上の分割払いに変更

したい旨を別途当社が定める日までに当社に申し出をし、初回支払日（ﾎﾞｰﾅｽ一括払いを除き当初の初回支払日）を変更するこ

となく、ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い、又は分割払いに支払方法が変更可能なｻｰﾋﾞｽをいいます。 

2.ﾍﾟｲﾌﾗｯﾄは、会員がｶｰﾄﾞ利用前に予め申し出ることにより、申し出以降に翌月 1 回払いと指定したｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払方法が以

後の利用からﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いとして、お支払いいただくｻｰﾋﾞｽです。 

第 42 条（手数料の支払い・支払方法の変更等） 

1.本ｻｰﾋﾞｽの何れを利用した場合においても、当社は第 41 条の支払方法変更の申し出を受け、当社が認めた場合に限り当該申し

出を受けた 1回払い、2回払い、ﾎﾞｰﾅｽ一括払いのｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用代金、又は申し出以降のｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 1 回払い、2 回払い、

ﾎﾞｰﾅｽ一括払いについて支払方法の登録をします。 

2.前 1.項の登録がされた場合、会員は、ｶｰﾄﾞ会員規約のｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ条項に定めるﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い、又は分割払い手数料規定に従

い、当該ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用代金に加えて、ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い手数料、又は分割払い手数料を当社にお支払いいただきます。 

3.前 1.項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更は出来ません。 

4.本ｻｰﾋﾞｽは、家族会員のｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ利用分についても 1.～3.に従い利用することができます。 

第 43 条（その他） 

第 42 条 1.項の支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、会員へのｶｰﾄﾞご利用代金明細の交付を持って同変

更の書面交付とする場合があります。 

 

 

ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ条項 

 

第 44条（ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利用方法） 

1.会員は、当社の定めるｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利用可能額の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、当社からｷｬｯｼﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽを受けることができます。 

(1)会員は、当社が提携している金融機関の現金自動貸出機等（CD・ATM）にｶｰﾄﾞを挿入し、登録された暗証番号を入力するなど所定

の操作をする方法。 

(2)その他当社が指定する方法によるもの。 

2.ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽは、当社が認めた会員のみがそのｻｰﾋﾞｽを受けることができます。但し、会員のお支払実績などを勘案し、当社は会員に

通知することなく融資をお断りする場合があります。 

第45条（ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの支払金の支払方法） 

1.ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの融資金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月約定日にｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの支払金を当社にお支払いいただきます。 

2.ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽによる融資金は、当社が認めた利用可能額の範囲内で1万円単位で繰り返し追加借入することができます。 

(1)翌月1回払いの場合、利息は融資金に対し、実質年率18.0％とし、ご利用日の翌日から返済日までの期間の利息を融資金に加算し

てお支払いいただきます。 

(2)ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの返済方法は、リボルビング払（元本残高ｽﾗｲﾄﾞ定額 WITH-OUT）とします。  

(3)ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの毎月のお支払額は、ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽのご利用があった月の締切日残高により《ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽのご案内(別表)》に定

めた支払元金に利息を加算した金額とします。 

(4)残高に利息を加算した金額が毎月のお支払額に満たない場合は、残高及び利息をお支払いいただきます。 

(5)ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの利息は、未決済残高に対して実質年率 18.0％の割合で、第 1回目の返済の場合は、ご利用日の翌日から第 1回返

済日までの利息を計算した金額を、又第 2 回以降の返済の場合は、前回返済日の翌日から今回返済日までの利息を計算した金額を

お支払いいただきます。 

3.ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利率は、金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。又一般条項前第29条の規定に係らず当社から

利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定した時は、通知をした時におけるｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利用

残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は予め承諾するものとします。 

 



 

第 46 条（ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの支払金の繰上返済など） 

1.ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの支払金を本規約に基づく債務の全部、又は一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて支払うこ

と（以下「繰上返済」といいます。）について、本人会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。

尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。 

2.本人会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法及び支払日を指定するものとし、当社は、当該

指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲及び

返済方法は下表のとおりです。 

支払方法 返済範囲 返済方法 

1 回払い 全額のみ 

ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い 全額、一部 
口座振込み、当社指定の窓口への持参 

3.当社に対する支払いが次の各号の何れかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期

日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れの債務（本規約以外の契約に基づく債務を含み

ます。）に充当し、又余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をしても、会員は予め承諾するものとします。 

(1)当社に対する事前の連絡、又は当社の承認なくして行なわれたとき。 

(2)当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても、 

①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。 

②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。 

③事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。 

第47条（遅延損害金） 

会員がｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの支払金の支払いを遅滞したときは支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、又期限の利益を喪失

したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの未払債務(元本分)に対し、年 20.0％を乗じた額の遅延損害金を支

払うものとします。 

≪ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞのご案内（別表）≫ 

 

◎回数指定払い 

・支払回数、支払期間、実質年率等 

支 払 回 数 1 回 2 回 3 回 5 回 6 回 10 回 12 回 15 回 18 回 20 回 24 回 30 回 36 回 

支 払 期 間 （ ヵ 月 ） 1 2 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 

実 質 年 率 （ ％ ） 0 0 12.20 13.50 13.85 14.55 14.55 14.85 14.90 14.95 14.95 14.90 14.80 

利用代金 100 円当りの分割手数料の額（円） 0 0 2.04 3.40 4.08 6.80 6.80 10.20 12.24 13.60 16.32 20.40 24.48 

ﾎﾞｰﾅｽ併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。 

支払方法 利率 支払期間・回数 

回数指定払い 実質年率 12.20%～14.95％ 

毎月末日締切 

（翌月から毎月約定支払日） 

※口座振替登録の金融機関により約定支払日が異な

ります。（26・27・28 日のいずれか） 

 

●分割払い返済例：100,000円（消費税込）の10回払いをご利用された場合 

分割手数料  100,000円 × （6.8円／100円） ＝ 6,800円 

支払金合計  100,000円 ＋ 6,800円 ＝ 106,800円 

分割支払金（月々の支払金）106,800÷10回＝10,680円       

 初回支払金 11,400円  

    ２回目以降 10,600円を9回お支払いで完済となります。 

 

◎ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い 

支払方法 利率 返済方法 支払期間・回数 

元利定額返済方式 
ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い 実質年率 15.0％ 

利用時残高ｽﾗｲﾄﾞ元利定額返済方式 

毎月末日締切 

（翌月から毎月約定支払日）※注 

※注：支払期間、支払回数は、利用残高及び返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの支払期間、支払回数となり

ます。尚、ご利用可能額の範囲内で繰り返しご利用される場合には、利用残高が変動するため、支払期間、支払回数も

変更となります。又口座振替に登録の金融機関によって約定支払日が異なります。（26・27・28 日のいずれか） 

・(A)元利定額返済方式 

1 万円～10 万円までのｺｰｽより選択となります。 

・(B)利用時残高ｽﾗｲﾄﾞ元利定額返済方式 

利用時残高 10 万円以下 
100,001 円～

150,000 円 

150,001 円～

200,000 円 

200,001 円～

250,000 円 

250,001 円～

300,000 円 

約定返済金 3,000 円 4,500 円 6,000 円 7,500 円 9,000 円 

以降残高が 50,000 円 

増える毎に 1,500 円加算 

・(C)残高ｽﾗｲﾄﾞ元利定額返済方式 

利用時残高 10 万円以下 
100,001 円～

200,000 円 

200,001 円～

300,000 円 

300,001 円～

400,000 円 

400,001 円～

500,000 円 

約定返済金 5,000 円 10,000 円 15,000 円 20,000 円 25,000 円 

以降残高が 100,000 円 

増える毎に 5,000 円加算 

 



 

●ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い返済例：3 月 25 日 5 万円（消費税込）のご利用をされた場合 

元利定額返済方式で『1万円ｺｰｽ』の場合 利用時残高ｽﾗｲﾄﾞ元利定額返済方式の場合 

第 1 回目お支払い（4月 26 日）  第 1 回目お支払い（4月 26 日）  

弁済金 10,000 円  弁済金 3,000 円 

内手数料 0 円 内手数料 0 円 

元金 10,000 円 元金 3,000 円 

第 2 回目のお支払い（5 月 26 日） 第 2 回目のお支払い（5 月 26 日） 

弁済金 10,000 円 弁済金   3,000 円  

内手数料 493円=（4万円×15.0％×30日÷365日） 内手数料 579 円=（4万 7千円×15.0％×30 日÷365 日） 

元金    9,507 円    内手数料は 493 円 元金 2,421 円    内手数料は 579 円 

以下弁済額は、 以下弁済額は、 

6 月 26 日 10,000 円（内手数料は 388 円） 6 月 26 日 3,000円（内手数料567円） 3 月 26 日 3,000 円（同 247 円） 

7 月 26 日 10,000 円（同 257 円） 7 月 26 日 3,000 円（同 519 円） 4 月 26 日 3,000 円（同 238 円） 

8 月 26 日 10,000 円（同 141 円） 8 月 26 日 3,000 円（同 505 円） 5 月 26 日 3,000 円（同 196 円） 

9 月 26 日 1,295 円（同 16 円） 9 月 26 日 3,000 円（同 473 円） 6 月 26 日 3,000 円（同 167 円） 

で完済となります。 10月26日 3,000 円（同 427 円） 7 月 26 日 3,000 円（同 127 円） 

11月26日 3,000 円（同 408 円） 8 月 26 日 3,000 円（同 95 円） 

12月26日 3,000 円（同 363 円） 9 月 26 日 3,000 円（同 58 円） 

1 月 26 日 3,000 円（同 341 円） 10月26日 1,637 円（同 19 円） 

 

2 月 26 日 3,000 円（同 308 円） で完済となります。 

 

 

 

 

≪ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽのご案内（別表）≫ 

 

残高ｽﾗｲﾄﾞ元本定額返済方式 

ご利用があった月の締切日残高 毎月のお支払金額 

200,000 円以下 10,000 円＋毎月の利息 

     200,001 円    ～     500,000 円 20,000 円＋毎月の利息 

 
 

 

支払方法 利率 返済方法 支払期間・回数 

1 回払い 元利一括払い 

毎月末日締切翌月 26・27・28 日 

1 回払い 

（最長 59 日～最短 26 日） 

ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い 

実質年率 18.0％ 

残高ｽﾗｲﾄﾞ元本定額返済方式 

毎月末日締切 

（翌月から毎月 26・27・28 日支払い）

※注 

※注：支払期間、支払回数は、利用残高及び返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの支払期間、支払回数となり

ます。尚、ご利用可能額の範囲内で繰り返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間、支払回数も変更とな

ります。 又口座振替に登録の金融機関によって約定支払日が異なります。 

  

≪返済例≫4 月 1 日に 500,000 円のｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽのご利用があった場合 

第 1 回目（5 月 26 日）お支払額 33,561 円 

利息 13,561 円＝500,000 円×18.0%×55 日÷365 日 

返済元金      20,000 円 

貸付元金残高 500,000 円－20,000 円＝480,000 円 

 

第 2 回目（6 月 26 日）お支払額 27,338 円 

利息 7,338 円＝480,000 円×18.0%×31 日÷365 日 

返済元金 20,000 円 

貸付元金残高 480,000 円－20,000 円＝460,000 円 

 

第 3 回目（7 月 26 日）お支払額 26,805 円 

利息 6,805 円＝460,000 円×18.0%×30 日÷365 日 

返済元金 20,000 円 

貸付元金残高 460,000 円－20,000 円＝440,000 円 

※完済まで新たなｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽのご利用がなかった場合 

35 ヶ月／35 回目に元金 10,000 円と利息 138 円、合計 10,138 円で完

済となります。（利息の総支払額は、118,819 円となります。） 

※完済までに新たなｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽのご利用があった場合 

・ご利用残高が変動する為、支払期間・支払回数も変更となります。 

◎利息の計算方法は以下のとおりです。 

≪1 回払い≫ 

○利息＝ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用残高×利息（年率）÷365 日×ご利用日

翌日から支払日までの日数 

≪ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い・ご利用後第 1回支払い≫ 

○利息＝ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用残高×利息（年率）÷365 日×ご利用日

翌日から支払日までの日数 

≪ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い・ご利用後第 2回支払い≫ 

○利息＝ｷｬｯｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用残高×利息（年率）÷365 日×前月の支

払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数 

 

 

 



個人情報の取扱いに関する同意条項 

 

第 48 条（与信目的による個人情報の収集・保有・利用） 

会員及び入会申込者（以下併せて「会員など」といいます。）は、本規約に基づくｶｰﾄﾞ取引契約（以下「本契約」といいます。又

契約の申込みを含みます。以下同じ）を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報（以下これらを総称

して｢個人情報｣といいます。）を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意するものとします。 

1.所定の申込書に会員等が記載した、又は入会後に会員が届出た、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯

電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、勤務先（お勤め先内容）、家族構成、住居状況、運転免許証などに関する事項（これらの情報に変更が生

じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ）。 

2.入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項。 

3.本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。 

4.本契約に関する会員等の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等

の資産、負債、収入、支出、並びに本規約以外の当社との契約により取得したｶｰﾄﾞ、ﾛｰﾝ又はｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｸﾚｼﾞｯﾄ等の利用・支払履

歴。 

5.会員等、又は公的機関から、適法、且つ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項（写しを取得

することを含みます。）。 

6.犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項（写しを取得することを含みます。）、又は会員等が当社に提出した収入

証明書類等の記載事項（写しを取得することを含みます。）。 

7.映像、音声情報（個人の肖像、音声を電磁的、又は光学的媒体等に記録した事項。）。 

8.官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報。 

第 49 条（与信目的以外による個人情報の利用）  

1.会員等は、ｶｰﾄﾞ発行、会員管理及びｶｰﾄﾞ付帯ｻｰﾋﾞｽ（会員向け各種保証制度、各種ﾎﾟｲﾝﾄｻｰﾋﾞｽ等）を含む全てのｶｰﾄﾞ機能の履行

のため、第 48 条 1.～3.の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。 

2.会員等は、当社が下記の目的のために第 48 条 1.～3.の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに

同意します。 

(1)当社の事業における市場調査・商品開発。 

(2)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。 

(3)当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。 

※当社の事業とは、ｸﾚｼﾞｯﾄ事業(ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ事業を含む)、融資事業、保証事業等です。当社の具体的事業については当社ﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞ(http://www.miyazaki-shinpan.co.jp)でお知らせしております。 

第 50 条（個人信用情報機関への登録・利用） 

1.会員等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査及び与信判断並びに与信後

の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力、返済能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員

に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下｢加盟信用情報機関｣といいます。）及び当該機関と提携する個人信用情報機

関（以下｢提携信用情報機関｣といいます。）に照会し、会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者

の個人情報（官報等において公開されている情報、登録された情報に関し、本人から苦情を受けて調査中である旨の情報、本

人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報等、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関

のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。）を利用することに同意します。 

2.会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社が加盟する個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に個人

情報の取扱いに関する同意条項末尾に記載している期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、

会員等の支払能力、返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意するものとします。 

3.当社は、会員等に係る本契約に関して取得した本人確認資料等（運転免許証、健康保険証等）に記載された、本籍地を除く本

人識別情報、（以下｢本人確認情報｣といいます。）を加盟信用情報機関に提供します。加盟信用情報機関は、当該本人確認情報

を、提携信用情報機関に提供します。加盟信用情報機関及び提携信用情報機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人

情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。 

4.会員等は、加盟信用情報機関及び当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性及び

最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞなど加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利

用確保の為に必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。 

5.加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ、加盟企業の概要は個人情報の取

扱いに関する同意条項末尾に記載しております。又当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する

場合は、別途、書面により通知するものとします。 

6.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、契約額、支

払回数、利用残高、支払状況などその他個人情報の取扱いに関する同意条項末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報

となります。 

第 51 条（個人情報の共同利用及び委託） 

1.個人情報の共同利用について 

(1)本人会員は、当社が下記の場合に保護措置を講じた上で前第 48 条(1)(2)(3)の個人情報を提供し、当社の子会社（以下｢共

同利用会社｣といいます。）が利用することに同意するものとします。 

○当社と個人情報の提供に関する契約を締結した共同利用会社名・利用目的・連絡先 

共同利用会社名 利用目的 連絡先 

株式会社エムシーツー

リスト 

旅行関連事業における宣伝物、印刷物の送付などの営業案

内、市場調査、商品開発等のｻｰﾋﾞｽ提供に利用する為 

〒870-0027 

宮崎市橘通東 4-9-23 

TEL0985-24-6089 

http://www.mc-tourist.co.jp/ 

http://www.occard.co.jp/
http://www.mc-tourist.co.jp/


(2)前号の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から 5年間とするものとします。 

(3)本契約期間中に前 1号の提供・利用先が新たに追加された場合には通知、又は当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて公表するものとします。尚、

共同利用に責任を有する者は当社とします。 

2.個人情報の委託について 

当社は、本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に委

託するものとします。 

第 52 条（個人情報の公的機関等への提供） 

本人会員は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のため、必要がある場合は公的機

関などに個人情報を提供することに同意するものとします。この場合、本人会員に生じた不利益について当社は責を負わないも

のとします。 

第 53 条（個人情報の開示・訂正・削除） 

1.本人会員は、当社及び個人情報の取扱いに関する同意条項末尾で記載する個人信用情報機関、並びに前第 51 条で記載する当社

と個人情報の提供に関する契約を締結した共同利用会社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができ

ます。 

(1)当社に開示を求める場合には、第 56 条記載の窓口、又は各店に連絡してください。開示請求手続き（受付窓口、受付方法、

必要な書類、手数料等）の詳細についてお答えします。 

(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、個人情報の取扱いに関する同意条項末尾に記載されている個人信用情報機関に

連絡してください。 

(3)当社の共同利用会社に対して開示を求める場合には、前第 51 条記載の当社の共同利用会社に連絡してください。 

2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正、又は削除に応じるものとします。 

第54条（本規約の不同意の場合） 

当社は、本人会員が本契約の必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部、又は一部を承認できない場

合、本契約をお断りすることがあります。但し、前第 49 条及び前第 51 条 1 項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契

約をお断りすることはありません。尚、前第 49 条及び前第 51 条 1 項に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類（電磁

的記録の送信を含む。）は、当社から本人会員に対して送付されることに同意するものとします。又、当該利用中止の申し出によ

り当社及び当社の加盟店等の商品・ｻｰﾋﾞｽ等の提供、並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを本人会員は、予め承諾

するものとします。 

第 55 条（利用・提供中止の申出） 

前第 49 条及び前第 51 条 1 項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出が

あった場合は、それ以降の当社での利用、共同利用会社及び提携先への提供を中止する措置をとります。尚、前条の尚書きの定

めは本条でも同様とします。 

第 56 条（個人情報の取扱いに関するお問合せ等の窓口） 

当社及び共同利用会社が利用している個人情報の開示・訂正・削除の本人会員の個人情報に関するお問合せや、利用・提供中止

等の申出に関しましては、下記の当社管理部与信管理グループ相談窓口までお願いします。 

株式会社宮崎信販 管理部与信管理グループ  〒880-8755 宮崎市高千穂通１丁目 3 番 30 号 TEL0985-28-5309 

第 57 条（本契約不成立時及び退会後の個人情報の利用） 

1.本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、前第 48 条及び前第 50 条 2 項及び個人情報の取扱いに関する同意条項末尾

に記載する表の①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありま

せん。 

2.一般条項第 20 条に定める脱会の申し出、又は一般条項第 19 条に定める会員資格の喪失後も前第 48 条 1.2.及び開示請求等に必

要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し利用します。 

第 58 条（条項の変更） 

個人情報の取扱いに関する同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 

【当社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・問い合わせ電話番号・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ、加盟企業の概要及び登録される情報と

その期間】 

名称：株式会社ｼｰ･ｱｲ･ｼｰ 

所在地：〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ 15 階 

電話番号：ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-810-414   

HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.cic.co.jp/ 

※株式会社ｼｰ･ｱｲ･ｼｰの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

登録情報：氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。

契約の種類、契約日、契約額、貸付額、利用可能額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利

用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 

登録情報 登録期間 

①本契約にかかわる申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6ヶ月間 

②本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後 5年以内 

③債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後 5年間 

【当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ、加盟企

業の概要及び登録される情報とその期間】 

名称：株式会社 日本信用情報機構 

所在地：〒101-0046 東京都千代田区神田多町 2-1 

電話番号：ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-441-481 

HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.jicc.co.jp/ 

※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

http://www.cic.co.jp/
http://www.jicc.co.jp/


登録情報：氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するた

めの情報。契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等の契約内容に関す

る情報。入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等の返済状況に関する情報。債権回収、債務整理、保

証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報。 

登録情報 登録期間 

①本契約に係る申込みをした事実 当該申込日から 6 ヶ月を超えない期間 

②本契約に係る客観的な取引事実情報 
契約継続中及び完済日から 5年を超えない期間（但し、債権譲渡の事

実については当該事実の発生日から 1年を超えない期間） 

③債務の支払いを延滞した事実 

当該事実の発生日から 5 年を超えない期間（但し、延滞情報について

は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生

日から 1 年を超えない期間） 

尚、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している企業のﾘｽﾄ等は、各個人信用情報機関のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに記載されております。 

名称：全国銀行個人信用情報ｾﾝﾀｰ 
所在地：〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 

電話番号：03-3214-5020   

HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 

※全国銀行個人信用情報ｾﾝﾀｰの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

 

【相談窓口】 

1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はｶｰﾄﾞをご利用された加盟店にご連絡ください。 

2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記株式会社宮崎信販におたずねくだ

さい。 

 

 

《メディカルカード特約》 
第1条（用語の定義） 

1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのMCカード会員規約（以下｢会員規約｣といいます。）に定める語句の定義 

と同様とします。 

2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。 

第２条（カードの名称） 

本カードは、当社が所定の方法により MC ｶｰﾄﾞの機能を有し、発行するもので、カード名称を｢メディカルカード｣と｢メディカルドクタ

ーカードの２種類とします。 

第３条（カード入会資格） 

本カードはカード発行に関して業務提携する宮崎県医師会、宮崎県歯科医師会、宮崎県薬剤師会と提携し、当社に申し込みを行い、 

当社が入会を承認した方（以下｢会員｣といいます。）に発行するものとします。 

第４条（キャッシングの支払金の支払方法） 

リﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払いの毎月のお支払額は、ご利用月の締切日残高を基準とし（下表）に定めた支払元金に利息を加算した金額とします。 

 

利用残高 毎月のお支払金額 

200,000 円以下 10,000 円＋毎月の利息 

200,001 円～500,000 円 20,000 円＋毎月の利息 

500,001 円以上～1,000,000 円 30,000 円＋毎月の利息 

1,000,001 円以上～2,000,000 円 40,000 円＋毎月の利息 

 

第５条（本特約の優先） 

本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。 

以上 

 

《宮崎県学校生協カード特約》 
第1条（用語の定義） 

1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みの MC カード会員規約（以下｢会員規約｣といいます。）及び宮崎県学校生活協

同組合会員証利用規約（以下｢会員証利用規約｣といいます。）に定める語句の定義と同様とします。 

2.本特約に定めのない事項については、会員規約及び会員証利用規約を準用するものとします。 

第２条（カードの名称） 

本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を｢宮崎県学校生協カード｣とします。 

第３条（カード入会資格） 

本カードはカード発行に関して業務提携する宮崎県学校生協協同組合の入会資格を有する方が、当社に申し込みを行い、当社が入会を

http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html


承認した方に発行するものとします。 

第４条（本特約の優先） 

本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。 

以上 

《鹿児島県学校生協カード特約》 
第1条（用語の定義） 

1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みの MC カード会員規約（以下｢会員規約｣といいます。）及び鹿児島県学校生活

協同組合員利用規則（以下｢利用規則｣といいます。）に定める語句の定義と同様とします。 

2.本特約に定めのない事項については、会員規約又は鹿児島県学校生活協同組合員証利用規則を準用するものとします。 

第２条（カードの名称） 

本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を｢鹿児島県学校生協カード｣とします。 

第３条（カード入会資格） 

本カードはカード発行に関して業務提携する鹿児島県学校生活協同組合の入会資格を有する方が、当社に申し込みを行い、当社が入会

を承認した方に発行するものとします。 

第４条（本特約の優先） 

本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。 

以上 

 

《宮崎県職員互助会カード特約》 
第1条（用語の定義） 

1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みの MC カード会員規約（以下｢会員規約｣といいます。）及び宮崎県職員互助会

物資カード事業運営要綱に定める語句の定義と同様とします。 

2.本特約に定めのない事項については、会員規約又は宮崎県職員互助会物資カード事業運営要綱を準用するものとします。 

第２条（カードの名称） 

本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を｢宮崎県職員互助会カード｣とします。 

第３条（カード入会資格） 

本カードはカード発行に関して業務提携する宮崎県職員互助会の入会資格を有する方が、当社に申し込みを行い、当社が入会を承認し

た方に発行するものとします。 

第４条（本特約の優先） 

本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。 

以上 

《エクセレントカード特約》 
第1条（用語の定義） 

1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みの MC カード会員規約（以下｢会員規約｣といいます。）に定める語句の定義と

同様とします。 

2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。 

第２条（カードの名称） 

本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を｢エクセレントカード｣とします。 

第３条（カード入会資格） 

本カードは当社が定めた指定企業又はカード発行事業に関して業務提携する企業、組合、協会等の入会資格を有する方が、当社に申し

込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。 

第４条（本特約の優先） 

本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。 

以上 

《フィオーレカード特約》 
第1条（用語の定義） 

1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みの MC カード会員規約（以下｢会員規約｣といいます。）に定める語句の定義と

同様とします。 

2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。 

第２条（カードの名称） 

本カードは、当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を｢フィオーレカード｣とします。 

第３条（カード入会資格） 

本カードはカード発行に関して業務提携するメディカルフィットネスフィオーレ（以下｢フィオーレ｣といいます。）の入会資格を有する

方が、当社に申し込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。 

第４条（本特約の優先） 

本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。 

以上 

《スクラムカード特約》 
第1条（用語の定義） 

1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みの MC カード会員規約（以下｢会員規約｣といいます。）に定める語句の定義と

同様とします。 

2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。 



第２条（カードの名称） 

本カードは、カード発行事業に関して別途定める業務提携契約（以下｢提携契約といいます。）を締結した加盟店（以下｢加盟店｣とい 

います。と当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行するもので、カード名称を｢スクラムカード｣とします。 

第３条（カード入会資格） 

本カードは当社に申し込みを行い、当社が入会を承認した方（以下｢会員｣といいます。）に発行するものとします。 

第４条（個人情報の提供と利用） 

当社は、加盟店に以下の目的で相互に提供し利用すること提供利用することに同意するものとします。 

なお、当社又は加盟店は個人情報の提供、利用にあたっては、個人情報保護のため適切な措置を講じるものとします。 

１． 宮崎信販が加盟店に提供する個人情報と利用目的 

① 本カード会員番号と有効期限 

② 本カードの利用情報（信用情報を除く） 

２．利用目的 

① 本カードに付帯する会員向けサービスの提供 

② 本カードに付帯する会員向けサービスの案内 

③ 会員管理 

④ 加盟店の宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内 

第５条（本特約の優先） 

本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。 

以上 

《都城大丸ニュードリームカード特約》 
第1条（用語の定義） 

1.本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みの MC カード会員規約（以下｢会員規約｣といいます。）に定める語句の定義と

同様とします。 

2.本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。 

第２条（カードの名称） 

本カードは、大浦株式会社（都城大丸）（以下｢都城大丸｣といいます。）と提携し当社が所定の方法によりMCカードの機能を有し、発行

するもので、カード名称を｢都城大丸ニュードリームカード｣とします。 

第３条（カードショッピングの支払金の支払方法） 

加盟店でのｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払方法は次の方法によるものとします。 

ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの支払金の支払方法は、都城大丸並びに都城大丸の指定する店舗においては指定月１回払いが利用できるものとします。 

第４条（個人情報の提供と利用） 

カード発行に関して契約する都城大丸と以下の目的で相互に提供利用することに同意するものとします。 

なお、当社又は都城大丸は個人情報の提供、利用にあたっては、個人情報保護のため適切な措置を講じるものとします。 

1. 宮崎信販が提携先に提供する個人情報と利用目的 

①本カード会員番号と有効期限 

②本カードの利用情報（信用情報を除く） 

2．利用目的 

①カードに付帯する会員向けサービスの提供 

②カードに付帯する会員向けサービスの案内 

③会員管理 

④加盟店が宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内 

第５条（本特約の優先） 

本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本契約が優先して適用されるものとします。 

 

以上 

 

 

株式会社宮崎信販 

〒880-8605 本社／宮崎市高千穂通 1 丁目 3番 30 号 

TEL／0985-28-2511（代表） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ／http://www.miyazaki-shinpan.co.jp 

登録番号／宮崎県知事（10）第 00347 号 

 
 

 


